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私　た　ち　の　昭　和　町　議　会 平成18年6月1日（2）

　
平
成
十
八
年
三
月
定
例
町
議
会
は
、
三

月
十
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
十
三
日
間
の

会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
新
年
度
に
あ
た
り
、
佐
野
町
長
は
施
政

方
針
と
予
算
編
成
方
針
を
述
べ
、
専
決
処

分
の
承
認
、
第
五
次
総
合
計
画
の
基
本
構

想
を
は
じ
め
、
平
成
十
八
年
度
の
当
初
予

算
案
七
件
、
十
七
年
度
の
補
正
予
算
案
六

件
、
条
例
の
制
定
・
改
正
な
ど
一
四
件
、

町
道
の
認
定
一
件
、
組
合
規
約
の
変
更
四

件
な
ど
三
四
議
案
を
提
案
し
ま
し
た
。
議

案
は
本
会
議
と
委
員
会
で
審
議
の
結
果
、

い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
一
般
質
問
に
は
六
人
の
議
員
が
立
ち
、

町
政
の
課
題
に
つ
い
て
質
問
を
展
開
、
町

の
考
え
を
た
だ
し
ま
し
た
。

諸収入

県支出金

地方消費税交付金

分担金及び負担金

地方譲与税

地方特例交付金

使用料及び手数料

繰越金

自動車取得税交付金

利子割交付金

交通安全対策特別交付金

財産収入

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

2億7,771万円

2億4,868万円

2億0,000万円

1億7,502万円

1億7,100万円

6,500万円

3,681万円

3,000万円

2,000万円

1,000万円

500万円

245万円

200万円

100万円

町税
37億307万円

繰入金
10億1,175万円

町債（借入金）
7億1,030万円

国庫支出金
7億317万円

佐
野
町
長
の
施
政
方
針

佐
野
町
長
の
施
政
方
針
（
予
算
編
成
方
針
）

賛成 14人
反対 1人

可
決

一般会計

歳　入
〈財源〉

●その他の内訳

　
我
が
国
の
経
済
は
、
消
費

お
よ
び
設
備
投
資
が
引
き
続

き
増
加
し
、
民
間
需
要
中
心

に
ゆ
る
や
か
な
回
復
が
続
く

と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
政
府
は
「
改
革
な
く
し
て

成
長
な
し
」
「
地
方
に
で
き

る
こ
と
は
地
方
に
」
と
の
方

針
の
も
と
、
各
分
野
に
わ
た

る
改
革
を
進
め
て
い
ま
す
。

経
済
財
政
政
策
の
「
三
位
一

体
の
改
革
」
は
、
平
成
十
八

年
度
ま
で
に
四
兆
円
以
上
の

国
庫
補
助
金
・
負
担
金
の
削

減
と
、
三
兆
円
規
模
の
税
源

移
譲
・
地
方
交
付
税
の
削
減

を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。

　
昭
和
町
の
財
政
状
況
の
見

通
し
は
、
歳
入
の
根
幹
で
あ

る
町
税
が
景
気
の
回
復
基
調

で
若
干
の
増
加
は
あ
り
ま
す

が
、
大
き
な
伸
び
は
見
込
め

な
い
中
、
国
・
県
補
助
金
の

削
減
が
予
想
さ
れ
、
歳
入
全

体
と
し
て
は
大
き
な
伸
び
は

期
待
で
き
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
町
と
し
て
は
、
時

代
の
変
化
に
即
し
、
少
子
高

齢
化
対
策
を
は
じ
め
、
地
域

の
安
全
・
安
心
確
保
、
環
境
、

教
育
、
文
化
な
ど
幅
広
い
課

題
に
的
確
に
対
応
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
十
八
年
度
は
、
十
九

年
度
か
ら
の
税
源
移
譲
な
ど

大
き
な
変
革
の
節
目
に
あ
た

る
と
と
も
に
、
行
財
政
改
革

「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
の
公

表
な
ど
、
さ
ら
な
る
行
財
政

の
効
率
化
に
向
け
た
取
り
組

み
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
本
年
度
当
初
予
算
は
、
歳

入
財
源
の
確
保
、
経
費
の
節

減
は
も
と
よ
り
、
限
ら
れ
た

財
源
の
効
果
的
な
活
用
に
工

夫
を
重
ね
た
予
算
編
成
に
努

め
ま
し
た
。

　
一
般
会
計
の
予
算
総
額
は

七
三
億
七
、
三
〇
〇
万
円
で
、

前
年
度
比
二
四
・
八
％
増
の

大
型
予
算
と
な
り
ま
し
た
。

（
予
算
の
内
容
は
グ
ラ
フ
の

通
り
で
す
）
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土木費
23億5,475万円

民生費
14億4,005万円

教育費
13億9,128万円

総務費
8億4,345万円

歳　出
〈使途〉

当初予算は
12億4,804万円
5億8,744万円
4億1,431万円
1,323万円

都市公園事業費
西条小学校増築事業
町営住宅建て替え事業
小中学校町単教員加配特別支援事業

18年度　おもな事業

衛生費

公債費（借入金返済）

消防費

議会費

農林水産業費

商工費

予備費

労働費

5億3,271万円

4億1,822万円

2億1,806万円

8,913万円

6,765万円

989万円

500万円

275万円

●その他の内訳

国民健康保険
特 別 会 計

保険税
国庫支出金
療養給付費等交付金
繰入金
その他

5億4,089万円 
3億3,415万円
2億2,277万円
9,770万円
9,148万円

歳　入 12億8,700万円
総務費
保険給付費
老人保健拠出金
介護納付金
その他

1,024万円
8億4,027万円
2億9,606万円
1億0,140万円
3,901万円

歳　出 12億8,700万円

老 人 保 健
特 別 会 計

支払基金交付金
国庫支出金
県支出金
その他

5億3,880万円
2億3,470万円
5,117万円
5,532万円

歳　入 8億8,000万円
総務費
医療諸費
予備費

312万円
8億7,586万円
　100万円

歳　出 8億8,000万円

下 水 道 事 業
特 別 会 計

国庫支出金
繰入金
町債（借入金）
その他

1億5,200万円
3億9,386万円
3億5,070万円
1億9,703万円

歳　入 10億9,360万円
総務費
下水道事業費
公債費（借入金返済）
予備費

1億6,423万円
5億7,016万円
3億5,819万円

100万円

歳　出 10億9,360万円

介 護 保 険
特 別 会 計

介護保険料
国庫支出金
支払基金交付金
繰入金
その他

9,280万円
1億1,787万円
1億4,695万円
6,690万円
5,965万円

歳　入 4億8,418万円
総務費
保険給付費
財政安定化基金拠出金
その他

730万円
4億6,653万円

50万円
983万円

歳　出 4億8,418万円

平成18年度　特別会計の内容

繰越金
諸収入

50万円
500万円

歳　入 550万円
渇水対策費
予備費

450万円
100万円

歳　出 550万円渇水対策事業
特 別 会 計

サービス収入
繰入金

221万円
1,014万円

歳　入 1,235万円
総務費 1,235万円
歳　出 1,235万円介護サービス

特 別 会 計



私　た　ち　の　昭　和　町　議　会

生きがい大学・健康増進講演会

平成18年6月1日（4）

昭和町第5次総合計画

－うるおいと躍動の都市昭和－テーマ

◆
国
民
健
康
保
険
会
計

　
予
算
総
額
は
、
一
二
億
七
、

四
〇
〇
万
円
で
、
前
年
度
当

初
予
算
と
比
較
し
一
、
三
〇

〇
万
円
の
増
額
で
、
伸
び
率

は
一
・
〇
％
と
な
り
ま
し
た
。

国
保
財
政
は
、
構
造
的
に
医

療
費
が
高
い
高
齢
者
が
多
く
、

低
所
得
者
の
加
入
割
合
が
高

い
こ
と
も
あ
っ
て
、
運
営
は

大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

　
平
成
十
八
年
度
か
ら
大
幅

な
医
療
制
度
改
革
が
段
階
的

に
実
施
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、

未
確
定
の
部
分
も
あ
り
ま
す

の
で
、
当
初
予
算
で
は
、
現

行
制
度
に
よ
る
予
算
編
成
と

し
ま
し
た
。

　
歳
出
で
は
、
予
算
の
大
部

分
を
占
め
る
保
険
給
付
費
は

八
億
四
、
〇
二
七
万
円
で
、

前
年
度
に
比
べ
六
、
〇
四
〇

万
二
千
円
の
増
額
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
老
人
保
健
拠
出
金
は
二
億

九
、
六
〇
六
万
四
千
円
で
、

五
、
三
九
〇
万
二
千
円
の
減

額
と
な
り
、
介
護
納
付
金
は

一
億
一
四
〇
万
七
千
円
で
、

六
六
一
万
六
千
円
の
増
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
入
で
は
、
国
民
健
康
保

険
税
、
国
庫
支
出
金
、
療
養

給
付
費
等
交
付
金
、
県
支
出

金
な
ど
、
歳
出
に
見
合
う
額

を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
、
繰
越

金
を
見
込
み
ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

◆
老
人
保
健
会
計

　
予
算
の
総
額
は
八
億
八
千

万
円
で
、
前
年
度
当
初
予
算

と
比
較
す
る
と
一
、
一
八
〇

万
円
の
減
額
と
な
り
、
伸
び

率
で
は
一
・
三
％
の
減
と
な

り
ま
し
た
。

　
歳
出
で
は
実
績
に
基
づ
い

て
、
予
算
を
組
み
ま
し
た
。

　
歳
入
で
は
、
支
払
基
金
交

付
金
、
国
庫
支
出
金
、
県
支

出
金
等
、
歳
出
に
見
合
う
額

を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
を
見
込

み
ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

◆
介
護
保
険
会
計

　
予
算
の
総
額
は
、
四
億
八
、

四
一
八
万
一
千
円
で
、
前
年

度
当
初
予
算
と
比
較
す
る
と
、

五
、
一
〇
七
万
五
千
円
の
増

額
と
な
り
、
伸
び
率
は
一
一
・

八
％
と
な
り
ま
し
た
。

　
本
年
度
は
、
第
三
期
介
護

保
険
事
業
計
画
の
初
年
度
に

あ
た
り
、
長
期
的
な
目
標
を

立
て
、
制
度
維
持
の
確
保
、

高
齢
社
会
構
築
等
を
基
本
に
、

制
度
全
般
を
見
直
し
ま
し
た
。

　
歳
出
で
は
、
予
防
を
目
的

と
し
て
「
新
予
防
給
付
」
や

「
地
域
支
援
事
業
」
を
新
た

に
創
設
し
、
地
域
の
特
性
に

応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
可

能
と
な
る
よ
う
「
地
域
密
着

サ
ー
ビ
ス
」
を
導
入
す
る
な

ど
、
事
業
の
充
実
を
図
り
ま

す
。

　
歳
出
の
大
部
分
を
占
め
る

保
険
給
付
費
は
、
新
た
に
設

け
た
予
防
サ
ー
ビ
ス
も
含
め
、

四
億
六
、
六
五
三
万
七
千
円

を
計
上
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
特
定
高
齢
者
・
一

般
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
予

防
事
業
地
域
支
援
事
業
で
は
、

標
準
給
付
費
の
二
％
分
、
九

三
二
万
九
千
円
を
計
上
し
て

い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
認
定
審
査
を

実
施
す
る
た
め
の
、
認
定
調

査
費
、
認
定
審
査
会
共
同
設

置
負
担
金
が
主
な
も
の
で
す
。

　
歳
入
で
は
、
介
護
保
険
料
、

国
庫
支
出
金
、
県
支
出
金
、

支
払
基
金
交
付
金
、
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
等
、
決
め

ら
れ
た
財
源
の
収
入
見
込
み

を
計
上
し
ま
し
た
。

※
賛
成
多
数
（
賛
成
一
四
人
・

反
対
一
人
）
で
可
決

平
成
18
年
度

特
別
会
計
予
算

前
年
比

　
1
％
増

前
年
比

　
1.3
％
減

前
年
比

　
11.8
％
増
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第
一
日
目

三
月
十
日
（
金
）

・
議
員
協
議
会

▼
開
会

・
本
会
議

・
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

・
会
期
の
決
定

・
諸
報
告

・
議
案
の
上
程
、
質
疑
、
各

　
委
員
会
付
託

　
水
源
対
策
特
別
委
員
会

　
総
務
常
任
委
員
会

第
二
・
三
日
目

三
月
十
一
日
（
土
）
〜

　
　
十
二
日
（
日
）

・
休
会

第
四
日
目

三
月
十
三
日
（
月
）

・
本
会
議
　
一
般
質
問

地
方
分
権
対
策
特
別
委
員
会

教
育
厚
生
常
任
委
員
会

第
五
・
六
日
目

三
月
十
四
日
（
火
）
〜

　
　
十
五
日
（
水
）

・
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

第
七
日
目

三
月
十
六
日
（
木
）

・
産
業
土
木
常
任
委
員
会

第
八
日
目

三
月
十
七
日
（
金
）

・
総
務
常
任
委
員
会

第
九
・
十
日
目

三
月
十
八
日
（
土
）
〜

十
九
日
（
日
）

・
休
会

第
十
一
日
目

三
月
二
十
日
（
月
）

・
総
務
常
任
委
員
会

第
十
二
日
目

三
月
二
十
一
日
（
火
）

・
休
会

第
十
三
日
目

三
月
二
十
二
日
（
水
）

・
議
会
運
営
委
員
会

・
議
員
協
議
会

・
本
会
議

・
追
加
議
案
審
議

・
委
員
長
報
告

・
質
疑
、
討
論
、
採
決

▼
閉
会

3
月
議
会
の

実施計画に基づき行われる下水工事

（5）平成18年6月1日

前
年
比

　
5.9
％
増

新
設

前
年
と
同
額

◆
介
護
サ
ー
ビ
ス
会
計

　
新
設
の
特
別
会
計
予
算
の

総
額
は
、
一
、
二
三
五
万
八

千
円
で
す
。

　
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
町

が
直
接
運
営
す
る
た
め
、
新

た
に
特
別
会
計
を
設
け
ま
し

た
。
要
支
援
・
要
介
護
に
な

る
前
の
方
々
を
対
象
と
し
た

介
護
予
防
事
業
と
、
要
支
援

者
に
対
す
る
予
防
給
付
に
つ

い
て
、
連
続
的
に
一
貫
性
を

も
っ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行

う
た
め
、
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
を
設
置
し
ま
す
。

　
歳
出
で
は
、
介
護
予
防
事

業
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
総
合

相
談
な
ど
の
支
援
を
担
う
専

門
職
員
の
人
件
費
、
運
営
の

た
め
の
シ
ス
テ
ム
委
託
料
、

備
品
等
の
購
入
費
を
計
上
し

ま
し
た
。

　
歳
入
で
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン

作
成
費
の
収
入
と
、
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
を
見
込
み

ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

◆
下
水
道
事
業
会
計

　
町
民
の
健
康
で
快
適
な
生

活
環
境
の
向
上
と
、
公
共
用

水
域
の
水
質
保
全
を
図
る
た

め
、
今
年
度
も
下
水
道
の
整

備
を
推
進
し
ま
す
。

　
予
算
の
総
額
は
、
一
〇
億

九
、
三
六
〇
万
円
で
、
前
年

比
五
・
九
％
の
増
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
西
条
新
田
、
紙
漉
阿
原
地

区
は
、
引
き
続
き
計
画
に
基

づ
き
整
備
を
進
め
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
下
水
道
使
用

等
に
伴
う
維
持
管
理
費
な
ど

を
計
上
し
ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

◆
渇
水
対
策
事
業
会
計

　
甲
府
市
水
道
局
か
ら
の
協

力
費
等
を
主
た
る
財
源
と
し

て
、
予
算
の
総
額
五
五
〇
万

一
千
円
を
計
上
し
ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

専
決
処
分
の
承
認

〔
損
害
賠
償
請
求
事
件
及
び

地
位
確
認
等
請
求
事
件
の
判

決
に
対
す
る
控
訴
〕

　
平
成
一
五
年
（
ワ
）
第
三

〇
〇
号
損
害
賠
償
請
求
事
件

お
よ
び
平
成
一
六
年
（
ワ
）

第
二
二
号
地
位
確
認
等
請
求

事
件
の
甲
府
地
方
裁
判
所
の

判
決
（
平
成
一
七
年
一
二
月

二
七
日
）
は
、
町
に
と
っ
て

一
部
勝
訴
、
一
部
敗
訴
の
判

決
で
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
今
回
の
判
決

が
原
告
ら
の
地
位
確
認
の
請

求
を
棄
却
し
た
の
は
、
町
の

主
張
を
認
め
た
妥
当
な
判
決

で
す
が
、
他
方
、
町
の
主
張

を
排
斥
し
て
原
告
両
名
の
各

一
二
〇
万
円
の
損
害
賠
償
請

求
を
認
め
た
一
部
敗
訴
判
決

は
、
到
底
承
服
で
き
る
内
容

で
は
な
い
の
で
、
東
京
高
等

裁
判
所
で
再
審
理
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
控
訴
す
る
の
が

相
当
と
考
え
ま
す
。

　
控
訴
に
は
、
地
方
自
治
法

第
九
六
条
第
一
項
第
一
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議

決
を
経
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
控
訴
は
、
民
事
訴
訟
法

（
平
成
八
年
法
律
第
一
〇
九

号
）
第
二
八
五
条
の
規
定
に

よ
り
、
判
決
書
の
送
達
か
ら

二
週
間
以
内
と
定
め
ら
れ
て

お
り
、
議
会
を
招
集
す
る
暇

が
な
い
の
で
、
専
決
処
分
し

た
も
の
で
す
。

※
賛
成
十
一
人
・
反
対
四
人

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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震
補
強
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築
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中
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平
成
17
年
度

補
正
予
算

健康増進を図る住民検診

◆
一
般
会
計
　
（
第
六
号
）

　
今
回
の
補
正
予
算
は
、
年

度
末
を
控
え
て
の
予
算
編
成

で
あ
り
、
国
・
県
補
助
金
等

確
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

で
き
る
か
ぎ
り
の
把
握
に
努

め
、
町
税
、
地
方
消
費
税
交

付
金
、
地
方
特
例
交
付
金
、

国
・
県
支
出
金
、
町
債
な
ど

の
増
額
見
込
み
と
、
各
課
事

業
の
不
用
額
等
で
歳
入
を
調

整
し
ま
し
た
。

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
億

八
四
二
万
二
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
七
四
億
八
三
四

万
九
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
平
成
十
八
年
度
は
国
の
補

助
金
が
大
幅
に
縮
減
さ
れ
る

見
込
み
の
中
、
押
原
中
学
校

の
耐
震
補
強
、
大
規
模
改
造

増
築
事
業
に
つ
い
て
は
、
十

七
年
度
の
国
の
補
正
予
算
に

合
わ
せ
て
補
助
事
業
の
内
示

が
得
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
そ

の
事
業
費
と
し
て
七
億
九
三

万
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
事
業
費
は
繰

越
明
許
と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
他
緊
急
に
必
要
な
事

業
費
を
補
正
増
額
し
、
剰
余

金
は
財
政
調
整
基
金
へ
積
立

て
る
も
の
で
す
。

※
賛
成
多
数
（
賛
成
一
四
人
、

反
対
一
人
）
で
可
決

◆
国
民
健
康
保
険
（
第
二
号
）

　
歳
入
歳
出
と
も
に
二
、
七

八
六
万
八
千
円
を
減
額
し
、

予
算
総
額
を
十
二
億
六
、
七

〇
〇
万
五
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。

　
歳
出
で
は
、
総
務
費
、
基

金
積
立
金
を
増
額
補
正
し
ま

し
た
。

　
保
険
給
付
費
は
、
今
後
の

医
療
費
等
を
見
込
ん
で
、
二
、

四
八
七
万
七
千
円
を
減
額
し
、

ま
た
、
拠
出
金
・
納
付
金
の

確
定
に
よ
り
、
老
人
保
健
拠

出
金
、
介
護
納
付
金
、
共
同

事
業
拠
出
金
を
合
わ
せ
て
二

六
二
万
六
千
円
減
額
し
ま
し

た
。
保
健
事
業
費
も
減
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
入
で
は
、
国
民
健
康
保

険
税
を
増
額
し
ま
し
た
。
ま

た
、
医
療
費
等
の
歳
出
見
込

み
に
よ
り
、
国
庫
支
出
金
、

療
養
給
付
費
等
交
付
金
、
県

支
出
金
を
そ
れ
ぞ
れ
減
額
し
、

共
同
事
業
交
付
金
、
繰
入
金

は
そ
れ
ぞ
れ
増
額
と
し
て
い

ま
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

◆
老
人
保
健
　
（
第
二
号
）

　
歳
入
歳
出
と
も
に
四
五
万

円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
を

九
億
三
、
三
〇
九
万
三
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
で
は
、
医
療
諸
費
を

減
額
補
正
し
ま
し
た
。

　
歳
入
で
は
、
医
療
費
等
の

歳
出
見
込
み
に
よ
り
、
支
払

基
金
交
付
金
四
、
六
四
六
万

九
千
円
を
減
額
し
、
国
庫
支

出
金
二
、
一
〇
〇
万
円
、
県

支
出
金
五
五
〇
万
円
、
繰
入

金
一
、
五
二
七
万
二
千
円
を

そ
れ
ぞ
れ
増
額
し
ま
し
た
。

ま
た
、
諸
収
入
で
は
第
三
者

納
付
金
を
増
額
し
ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決
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◆
介
護
保
険
　
（
第
三
号
）

　
歳
入
歳
出
と
も
四
九
六
万

七
千
円
を
増
額
し
、
予
算
総

額
を
四
億
五
、
九
三
八
万
四

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
で
は
、
保
険
給
付
費

の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
増
減

に
よ
る
予
算
組
み
替
え
を
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
、

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

で
四
三
三
万
三
千
円
、
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
で
三

〇
〇
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
減
額

し
て
い
ま
す
。

　
基
金
積
立
金
で
は
、
国
・

県
支
出
金
の
精
算
時
の
返
還

金
と
し
て
、
給
付
準
備
基
金

へ
、
一
、
一
五
四
万
六
千
円

を
積
み
立
て
ま
し
た
。

　
歳
入
で
は
、
確
定
し
た
国

庫
負
担
金
や
補
助
金
、
県
負

担
金
を
そ
れ
ぞ
れ
増
額
し
ま

し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

◆
下
水
道
事
業
　
（
第
三
号
）

　
一
、
三
一
九
万
四
千
円
を

減
額
し
、
予
算
総
額
を
一
一

億
二
、
八
四
〇
万
七
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
歳
入
で
は
、
受
益
者
負
担

金
、
下
水
道
使
用
料
等
八
四

三
万
四
千
円
を
増
額
補
正
し

ま
し
た
。

　
繰
入
金
で
は
、
事
業
費
が

概
ね
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
二
、

三
八
二
万
三
千
円
を
減
額
し

ま
し
た
。

　
雑
入
で
は
、
前
年
度
消
費

税
還
付
金
六
二
九
万
五
千
円

を
増
額
し
、
町
債
（
借
入
金
）

四
一
〇
万
円
を
減
額
し
ま
し

た
。

　
歳
出
で
は
、
総
務
費
の
一

般
管
理
費
で
、
職
員
手
当
等

の
不
用
額
を
減
額
、
下
水
道

管
理
費
の
釜
無
川
流
域
下
水

道
維
持
管
理
負
担
金
等
の
確

定
に
よ
り
、
九
五
四
万
八
千

円
を
減
額
し
ま
し
た
。

　
下
水
道
事
業
費
の
流
域
下

水
道
費
で
、
釜
無
川
流
域
下

水
道
建
設
負
担
金
と
し
て
二

一
一
万
二
千
円
を
減
額
し
、

公
共
下
水
道
費
で
は
、
調
査

委
託
料
、
工
事
費
等
の
契
約

差
金
の
減
と
、
上
水
道
管
移

設
補
償
費
等
の
増
を
相
殺
し
、

六
四
万
二
千
円
を
減
額
し
ま

し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

◆
渇
水
対
策
事
業
（
第
一
号
）

　
歳
入
歳
出
と
も
五
一
万
六

千
円
を
増
額
し
、
予
算
総
額

を
六
〇
二
万
六
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　
歳
入
で
は
、
前
年
度
決
算

の
確
定
に
よ
り
、
繰
越
金
五

一
万
七
千
円
を
増
額
し
ま
し

た
。
預
金
利
子
は
、
補
正
減

し
ま
し
た
。

　
歳
出
で
は
、
渇
水
対
策
費

の
需
用
額
を
減
額
し
、
五
八

万
一
千
円
を
基
金
へ
積
み
立

て
ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

町
道
路
線
の
認
定

　
町
道
四
九
四
号
線
、
四
九

五
号
線
、
四
九
六
号
線
は
、

町
が
押
越
地
内
に
整
備
を
計

画
し
て
い
る
都
市
公
園
「
仮

称
・
押
原
公
園
」
の
外
周
を

囲
う
新
設
道
路
で
す
。

　
こ
の
公
園
は
防
災
公
園
と

し
て
の
機
能
を
有
し
、
災
害

時
に
ど
の
方
面
か
ら
も
公
園

内
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
設
計

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
公
園

利
用
者
に
よ
る
交
通
量
の
増

大
に
対
応
し
、
周
辺
地
域
の

安
全
性
・
利
便
性
の
向
上
を

図
る
上
で
も
重
要
な
路
線
で

あ
り
、
町
道
道
路
認
定
す
る

た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め

ら
れ
、
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。
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〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

性
質
上
翌
年
度
以
降
に
わ
た

り
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
、

事
務
の
取
扱
い
に
支
障
を
及

ぼ
す
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
に

よ
り
長
期
継
続
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

ま
し
た
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
自
転
車
等
の
放
置
防
止
に

　
関
す
る
条
例

　
公
共
の
場
所
に
お
け
る
自

転
車
等
の
放
置
を
防
止
し
、

良
好
な
生
活
環
境
と
安
全
を

確
保
し
、
快
適
な
都
市
環
境

を
形
成
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定

め
る
条
例

　
地
方
自
治
法
施
行
令
が
改

正
さ
れ
、
第
一
六
七
条
の
十

七
の
規
定
に
よ
り
、
翌
年
度

以
降
に
わ
た
り
物
品
を
借
り

入
れ
、
ま
た
は
役
務
の
提
供

を
受
け
る
契
約
で
、
契
約
の

●
国
民
保
護
協
議
会
条
例

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
き
、
昭
和
町
国
民
保
護

協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に

関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
必
要
が
生
じ
た
も
の
で
す
。

※
賛
成
多
数
（
賛
成
一
四
人
・

反
対
一
人
）
で
可
決

●
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び

　
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部

　
条
例

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
き
、
昭
和
町
国
民
保
護

対
策
本
部
及
び
昭
和
町
緊
急

対
処
事
態
対
策
本
部
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

で
す
。

※
賛
成
多
数
（
賛
成
一
四
人
・

反
対
一
人
）
で
可
決

●
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に

　
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に

　
関
す
る
条
例

　
独
立
行
政
法
人
制
度
の
創

設
に
伴
い
、
従
来
の
特
殊
法

人
の
整
理
合
理
化
等
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
体
制

お
よ
び
機
関
名
の
変
更
が
あ

り
、
こ
の
変
更
に
よ
り
昭
和

町
例
規
の
中
の
機
関
名
の
変

更
が
生
じ
た
た
め
で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
職
員
給
与
条
例

　
人
事
院
勧
告
お
よ
び
国
家

公
務
員
の
給
与
改
定
等
に
よ

り
、
給
料
表
お
よ
び
昇
給
制

度
の
改
正
等
、
本
町
職
員
給

与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

※
賛
成
多
数
（
賛
成
一
四
人
・

反
対
一
人
）
で
可
決

●
特
別
職
等
の
委
員
及
び
区

　
長
等
で
非
常
勤
の
も
の
の

　
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

　
す
る
条
例

　
現
在
進
め
て
い
る
行
財
政

改
革
の
一
環
と
し
て
、
町
長

の
諮
問
機
関
で
あ
る
付
属
機

関
等
の
あ
り
方
を
見
直
し
た

結
果
、
報
酬
を
年
額
制
か
ら

日
額
制
に
変
更
し
、
定
額
費

用
弁
償
を
廃
止
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

武
力
攻
撃
事
態
の
備
え

二
条
例
を
制
定

国
民
保
護
協
議
会
条
例

国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態

対
策
本
部
条
例
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●
特
別
会
計
設
置
条
例

　
市
町
村
が
指
定
介
護
予
防

支
援
事
業
の
指
定
を
受
け
サ

ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
場
合
に

は
、
地
方
自
治
法
第
二
〇
九

条
に
基
づ
き
、
特
別
会
計
で

会
計
処
理
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
下
水
道
条
例

　
下
水
道
法
の
改
正
に
伴
い
、

昭
和
町
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
使
用
料
徴
収
条
例

　
昨
年
九
月
に
昭
和
町
立
温

水
プ
ー
ル
の
事
業
外
部
評
価

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
近
隣

他
施
設
と
比
較
し
て
、
町
外

料
金
が
割
高
で
あ
る
と
の
答

申
を
受
け
、
今
後
の
昭
和
町

の
広
域
的
行
政
お
よ
び
温
水

プ
ー
ル
の
運
営
を
考
慮
し
、

温
水
プ
ー
ル
使
用
料
を
改
正

す
る
た
め
、
昭
和
町
使
用
料

徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
町
立
児
童
館
設
置
及
び
管

　
理
に
関
す
る
条
例

　
次
世
代
育
成
支
援
地
域
行

動
計
画
の
ひ
と
つ
で
あ
る
町

立
児
童
セ
ン
タ
ー
が
、
平
成

十
八
年
四
月
一
日
に
開
館
す

る
こ
と
に
伴
い
、
昭
和
町
立

児
童
館
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
介
護
保
険
条
例

　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴

い
、
町
の
条
例
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

※
賛
成
多
数
（
賛
成
一
四
人
・

反
対
一
人
）
で
可
決

●
高
齢
者
給
付
金
等
支
給
条

　
例

　
高
齢
者
に
関
す
る
各
種
給

付
金
制
度
の
整
理
統
合
を
図

る
も
の
で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助

　
成
に
関
す
る
条
例

　
「
山
梨
県
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
助
成
事
業
実
施
要
綱
」

の
制
定
お
よ
び
「
山
梨
県
ひ

と
り
親
医
療
費
助
成
事
業
補

助
金
交
付
要
綱
」
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
事
業
内
容
が
よ

り
明
確
化
さ
れ
た
た
め
、
条

例
の
全
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務

　
組
合
規
約
の
変
更

●
市
川
三
郷
町
、
甲
州
市
、

　
中
央
市
の
設
置
。
中
道
町

　
と
上
九
一
色
村
の
一
部
を

　
甲
府
市
に
編
入
し
た
こ
と
。

　
上
九
一
色
村
の
一
部
を
富

　
士
河
口
湖
町
に
編
入
し
た

　
こ
と
。
小
淵
沢
町
を
北
杜

　
市
に
編
入
す
る
こ
と
に
伴

　
う
山
梨
県
市
町
村
自
治
セ

　
ン
タ
ー
を
組
織
す
る
地
方

　
公
共
団
体
の
数
の
変
更
。

※
全
会
一
致
で
可
決

●
峡
中
地
区
こ
と
ば
の
教
室

　
共
同
設
置
協
議
会
規
約
の

　
変
更

※
全
会
一
致
で
可
決

●
南
ア
ル
プ
ス
市
外
二
市
一

　
町
指
導
主
事
共
同
設
置
規

　
約
の
変
更

※
全
会
一
致
で
可
決
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将
来
、
中
核
市
へ
の

 
 
 
 
 
参
加
も
視
野
に

こ
れ
か
ら
の
昭
和
町
と

 
 
 
 
市
町
村
合
併
問
題

志村　　茂　議員

問
　
国
の
地
方
制
度
調
査
会

の
審
議
に
よ
り
、
い
っ
そ
う

具
体
化
し
て
き
た
道
州
制
問

題
や
、
山
梨
県
の
市
町
村
合

併
構
想
な
ど
の
姿
が
明
ら
か

に
な
る
に
つ
れ
、
昭
和
町
の

将
来
が
案
じ
ら
れ
て
な
り
ま

せ
ん
。

 
私
は
、
道
州
制
を
見
据
え

将
来
を
思
う
な
ら
ば
、
ま
ず

は
甲
斐
市
、
中
央
市
そ
し
て

昭
和
町
の
二
市
一
町
の
対
等

合
併
を
進
め
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

や
は
り
こ
こ
は
中
巨
摩
東
部

五
町
を
基
本
と
し
た
広
域
行

政
の
枠
組
み
に
戻
り
、
昭
和

町
の
未
来
を
模
索
す
る
べ
き

で
は
な
い
か
、
そ
し
て
や
が

て
は
甲
府
市
と
対
等
合
併
す

る
の
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま

す
。

 
佐
野
町
長
が
合
併
問
題
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
ま
た

県
か
ら
勧
告
が
出
さ
れ
た
場

合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

つ
も
り
な
の
か
、
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

町
長
　
町
村
合
併
は
対
等
か
、

吸
収
か
、
ど
ち
ら
の
方
法
で

合
併
す
る
の
か
に
よ
り
大
き

な
違
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
後
、
県
の
合
併
構
想
が
策

定
さ
れ
、
そ
の
中
で
仮
に
本

町
が
勧
告
さ
れ
た
場
合
に
は
、

前
回
の
合
併
協
議
と
同
様
に
、

住
民
の
意
向
を
把
握
し
、
議

会
に
意
見
を
求
め
る
中
で
、

慎
重
に
検
討
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
甲
斐
市
や
中
央

市
と
の
対
等
合
併
に
よ
る
市

を
つ
く
り
、
将
来
、
山
梨
県

が
描
い
て
い
る
中
核
市
構
想

と
し
て
甲
府
市
と
対
等
合
併

す
る
こ
と
は
選
択
肢
の
一
つ

と
し
て
私
も
同
感
で
す
。
今

後
は
、
道
州
制
も
注
視
し
な

が
ら
判
断
し
て
い
き
た
い
と

考
え
ま
す
。

再
質
問
　
知
事
か
ら
勧
告
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
議
会
・

住
民
の
意
見
を
聞
く
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
そ
れ
で
は
前

回
の
平
成
十
六
年
と
全
く
同

じ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
町
長
が
こ
う

し
た
い
の
だ
と
い
う
意
見
が

聞
き
た
く
て
質
問
し
ま
し
た
。

町
長
自
身
の
意
見
を
お
聞
き

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

町
長
　
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
の

が
自
分
の
意
見
で
す
が
、
今
、

合
併
を
し
な
く
て
本
当
に
損

を
し
た
の
は
役
場
職
員
で
す
。

市
の
給
料
は
八
等
級
で
す
。

町
の
給
料
は
六
等
級
に
下
げ

ら
れ
ま
し
た
。
二
等
級
下
げ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
大
き

な
問
題
が
出
て
い
ま
す
。
国

か
ら
の
締
め
つ
け
が
今
生
じ

て
い
ま
す
。
私
も
そ
う
い
う

こ
と
が
あ
る
の
か
な
、
と
そ

の
当
時
は
思
っ
た
の
で
す
が
、

い
ま
大
変
苦
慮
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　
志
村
議
員
が
言
う
よ
う
に
、

知
事
か
ら
の
勧
告
が
あ
っ
た

ら
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
や

は
り
そ
の
と
き
は
慎
重
に
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
議
会
の
皆
さ
ん

と
と
も
に
相
談
し
な
が
ら
、

い
い
方
向
を
見
つ
け
て
進
ん

で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
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消
防
委
員
会
、

 
 
 
有
識
者
懇
談
会
で
検
討

消
防
団
員
の
交
代
員
対
策
は

井口　孝裕　議員

一 般
質 問
一 般
質 問

自
主
防
災
体
制
の

充
実
を
図
る

問
　
「
昭
和
町
消
防
団
の
定

員
等
に
関
す
る
規
則
」
で
は
、

団
員
定
数
は
現
在
一
一
八
人

で
す
が
、
近
年
は
公
務
員
や
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
団
員
が
各

部
と
も
多
い
の
が
現
状
で
、

団
員
が
都
合
に
よ
り
退
団
し

よ
う
と
し
て
も
、
交
代
要
員

を
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
大
変

で
す
。

　
消
防
団
の
組
織
等
に
関
す

る
規
則
を
見
直
し
、
消
防
団

員
補
助
員
と
し
て
、
女
性
の

起
用
と
か
、
消
防
団
員
Ｏ
Ｂ

の
活
用
方
法
な
ど
も
視
野
に
、

人
員
の
確
保
が
で
き
る
組
織

づ
く
り
が
必
要
だ
と
判
断
し

ま
す
が
、
当
局
の
考
え
を
伺

い
ま
す
。

町
長
　
本
町
で
は
、
今
年
度

防
災
に
関
す
る
基
本
事
項
を

定
め
、
住
民
の
生
命
・
身
体
・

財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
、
昭
和

町
地
域
防
災
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

　
毎
年
こ
の
時
期
に
な
り
ま

す
と
、
消
防
団
各
部
か
ら
な

り
手
が
な
く
て
困
る
と
い
う

話
を
耳
に
し
ま
す
。
団
員
確

保
に
は
か
な
り
苦
労
を
し
て

い
る
よ
う
で
す
。

　
平
成
十
七
年
度
は
、
定
数

一
一
八
人
の
団
員
が
確
保
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
い
つ
定
員

割
れ
を
起
こ
す
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
現
職
の
団
員

の
約
八
割
以
上
が
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
と
い
う
現
状
で
、
昼
間

の
火
災
な
ど
、
人
員
の
確
保

に
不
安
は
あ
り
ま
す
が
、
広

域
消
防
や
地
元
に
い
る
団
員

と
の
連
携
の
も
と
に
対
処
し

て
い
る
状
況
で
す
。

　
災
害
に
対
し
て
も
、
今
後

ま
す
ま
す
自
主
防
災
会
の
充

実
を
図
り
、
自
主
防
災
会
の

役
員
、
消
防
団
を
中
心
に
地

域
住
民
が
一
致
協
力
し
、
み

ず
か
ら
の
地
域
は
み
ず
か
ら

で
守
る
精
神
に
基
づ
い
て
活

動
で
き
る
よ
う
に
、
町
で
も

協
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

　
ま
た
、
消
防
団
員
Ｏ
Ｂ
、

女
性
消
防
団
員
の
起
用
は
、

補
助
や
庶
務
、
ま
た
体
制
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り

ま
す
の
で
、
今
後
消
防
委
員

会
や
有
識
者
の
意
見
を
聞
き
、

先
進
地
の
状
況
な
ど
を
参
考

に
し
、
本
町
に
合
っ
た
形
を

考
慮
し
た
上
で
、
今
後
も
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

す
。

再
質
問
　
限
定
し
た
補
助
員
、

例
え
ば
運
送
や
避
難
誘
導
だ

け
に
す
る
と
か
、
危
険
に
遭

わ
な
い
よ
う
な
部
分
の
援
助

を
す
る
と
い
う
登
録
制
を
設

け
れ
ば
、
か
な
り
の
消
防
活

動
、
ま
た
、
自
主
防
災
も
含

め
て
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。
研
究
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
担
当
課
長
、
い
か
が

で
す
か
。

企
画
行
政
課
長
　
消
防
委
員

会
や
有
識
者
に
よ
る
懇
話
会

等
を
開
き
、
処
遇
と
か
、
任

用
の
方
法
、
身
分
の
保
障
も

含
め
て
、
整
備
を
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　
幼
年
消
防
隊
、
少
年
消
防

隊
、
そ
れ
か
ら
女
性
防
火
ク

ラ
ブ
も
、
今
山
梨
県
に
も
何

団
体
か
あ
る
よ
う
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
う
い
っ
た
組
織
も

含
め
て
、
今
後
検
討
を
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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利
用
者
本
位
に
検
討
し
た
い

図
書
館
の
祝
日
開
館
を

三井　　猛　議員

問
　
平
成
十
六
年
度
の
開
館

日
は
年
間
二
七
八
日
で
、
平

日
開
館
日
一
八
〇
日
、
利
用

者
数
二
二
、
八
二
七
人
、
土

日
開
館
日
九
八
日
、
利
用
者

数
二
〇
、
九
八
七
人
で
一
日

の
平
均
利
用
者
数
は
平
日
が

一
二
七
人
、
土
日
が
二
一
四

人
で
、
土
日
利
用
者
は
平
日

の
利
用
者
の
六
八
％
増
で
す
。

　
県
下
で
も
貴
重
な
資
料
と

蔵
書
を
保
有
し
て
い
る
施
設

の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
に

も
、
多
く
の
町
民
の
要
望
に

応
え
て
祝
日
に
も
開
館
し
、

さ
ら
な
る
利
便
性
向
上
を
図

る
考
え
が
あ
る
か
伺
い
ま
す
。

教
育
長
　
開
館
当
初
か
ら
十

月
十
日
の
体
育
の
日
と
、
十

一
月
三
日
の
文
化
の
日
は
祝

日
閉
館
と
せ
ず
、
開
館
し
て

き
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
が

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
祝
日
の
図
書
館
の
利

用
者
数
は
、
平
常
時
よ
り
も

大
変
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
あ
り
、
体
育
の
日
は
平

成
七
年
、
文
化
の
日
は
平
成

九
年
か
ら
閉
館
に
し
て
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
経

過
が
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
昭
和
町
立
図
書
館

は
、
田
富
、
玉
穂
、
昭
和
の

近
隣
三
館
で
業
務
提
携
を
行

っ
て
き
て
お
り
、
田
富
が
祝

日
開
館
し
翌
日
休
館
す
る
の

に
合
わ
せ
て
、
昭
和
で
は
祝

日
に
休
館
し
、
翌
日
田
富
が

休
館
す
る
と
き
昭
和
は
開
館

す
る
と
い
う
ふ
う
に
連
携
を

と
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
経
過
を
踏
ま
え

た
上
で
、
な
お
、
ご
指
摘
の

と
お
り
、
図
書
館
の
運
営
は

資
料
の
整
備
、
情
報
の
提
供
、

活
動
の
企
画
・
展
開
、
開
館
、

休
館
の
設
定
運
営
と
、
す
べ

て
利
用
者
の
視
点
に
立
っ
て

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
本
来
で

す
。

 
過
去
の
経
緯
は
と
も
か
く

と
し
て
、
常
に
利
用
者
の
視

点
に
立
っ
て
行
う
と
い
う
視

点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
か
ら
も
、
ご
指
摘
い
た

だ
い
た
祝
日
の
開
館
に
つ
い

て
は
、
今
後
も
引
き
続
い
て

真
剣
に
検
討
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

親子そろって図書の借り出し

子どもの育成にも役立っています
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新
た
な
活
動
展
開
も
検
討

「
も
っ
た
い
な
い
運
動
」
の

 
 
 
 
 
 
 
展
開
と
啓
発

河田　あけみ　議員

一 般
質 問
一 般
質 問

問
　
昨
年
、
ケ
ニ
ア
共
和
国

の
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
副

環
境
大
臣
が
、
京
都
議
定
書

発
効
記
念
式
典
出
席
の
た
め

来
日
。
そ
の
時
、
日
本
に
は

資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
と

同
時
に
、
も
の
が
で
き
る
ま

で
の
尊
い
時
間
と
心
を
大
切

に
す
る
「
も
っ
た
い
な
い
」

と
い
う
言
葉
を
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
マ
ー
タ
イ
氏
は
こ
の

言
葉
に
大
変
感
銘
し
、
今
、

世
界
中
に
広
め
て
い
ま
す

　
今
こ
そ
物
を
大
切
に
す
る
、

人
や
自
然
を
愛
す
る
な
ど
、

心
の
豊
か
さ
や
生
活
の
質
を

重
視
し
た
、
日
本
文
化
を
定

着
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

　
資
源
回
収
な
ど
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
本
町
と
し

て
は
、
さ
ら
に
進
ん
だ
環
境

市
民
（
町
民
）
を
育
て
る
た

め
に
、
「
も
っ
た
い
な
い
」

を
合
言
葉
に
、
こ
の
運
動
の

啓
発
活
動
に
積
極
的
に
取
り

組
む
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、

町
長
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

　
ま
た
、
小
中
学
校
の
教
育

現
場
で
こ
の
「
も
っ
た
い
な

い
」
を
題
材
に
し
た
本
を
、

環
境
教
育
の
副
読
本
と
し
て

活
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま

す
が
、
教
育
長
の
考
え
を
伺

い
ま
す
。

町
長
　
「
も
っ
た
い
な
い
」

と
い
う
言
葉
は
、
物
を
大
切

に
す
る
と
い
う
日
本
人
の
心

が
込
め
ら
れ
た
言
葉
で
す
。

　
本
町
で
は
、
ご
み
の
減
量

化
の
た
め
に
3
Ｒ
や
4
Ｒ
を

広
報
等
で
啓
蒙
し
て
き
ま
し

た
。
今
ま
で
の
啓
蒙
・
啓
発

の
中
で
、
言
葉
に
こ
そ
出
て

い
ま
せ
ん
が
「
も
っ
た
い
な

い
」
は
常
に
根
底
に
あ
る
こ

と
で
す
。

　
今
後
、
啓
蒙
・
啓
発
に
つ

い
て
は
、
特
に
支
障
が
な
い

限
り
「
も
っ
た
い
な
い
」
と

い
う
言
葉
を
使
用
し
、
ま
た

新
た
な
活
動
に
つ
い
て
も
、

関
係
団
体
と
協
議
・
検
討
を

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

教
育
長
　
補
助
教
材
を
使
用

す
る
こ
と
は
、
学
校
教
育
法

第
二
一
条
二
項
で
認
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
選
定
は
、
教

育
へ
の
有
益
、
適
切
さ
に
照

ら
し
て
、
使
用
す
る
学
校
の

教
員
と
学
校
長
と
が
、
選
定

採
択
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
「
も
っ
た
い
な

い
」
と
物
事
を
見
つ
め
ら
れ

る
心
の
育
成
、
実
践
力
の
涵

養
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
道

徳
教
育
の
中
で
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
各

学
校
が
主
体
的
に
判
断
す
る

中
で
、
こ
れ
が
活
用
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

再
質
問
　
義
務
教
育
で
教
科

書
も
無
償
配
布
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
補
助
教
材
の
場
合

も
、
大
切
に
繰
り
返
し
て
使

っ
て
い
く
と
い
う
面
で
、
学

校
に
置
い
て
使
う
と
い
う
形

も
、
子
供
た
ち
の
物
に
対
す

る
愛
着
を
得
る
た
め
に
も
い

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
が
、
一
言
教
育
長
か

ら
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
育
長
　
権
威
あ
る
議
会
で

教
育
長
が
、
そ
れ
は
使
う
こ

と
に
し
ま
す
な
ど
と
い
う
答

弁
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
学
校
で
使
う
の
は
、

校
長
が
決
め
て
教
育
課
定
の

中
に
位
置
づ
け
て
使
う
と
い

う
こ
と
で
す
か
ら
、
私
は
最

大
の
気
持
ち
を
期
待
し
て
い

ま
す
と
申
し
上
げ
た
わ
け
で

す
。

　
重
ね
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、

マ
ー
タ
イ
さ
ん
の
「
も
っ
た

い
な
い
」
と
い
う
ご
本
は
、

内
容
か
ら
し
て
も
、
体
裁
か

ら
し
て
も
、
分
量
か
ら
し
て

も
、
小
学
校
、
中
学
校
で
も

十
分
使
え
る
と
思
い
ま
す
。

使
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
を
、

私
も
期
待
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
ご
提
案
の

趣
旨
は
よ
く
胸
に
と
ど
め
ま

し
た
。

みなさんの協力をお願いします
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町
の
体
力
強
め

 
 
 
 
将
来
に
備
え
た
い

吸
収
合
併
さ
れ
な
い
た
め
に
!
!

新
法
・
合
併
構
想
・
を
受
け
、町
の
対
応
は

鷹野　一雄　議員

問
　
今
、
佐
野
町
政
の
も
と

で
、
吸
収
す
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
吸
収
さ
れ
な
い
た
め

の
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の

事
業
展
開
が
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
今
後
の
三
位
一
体
改
革

に
よ
る
、
補
助
金
の
削
減
、

事
務
事
業
の
権
限
移
譲
等
の

問
題
、
人
・
物
・
金
、
す
な

わ
ち
マ
ン
パ
ワ
ー
・
事
務
事

業
・
財
源
を
含
め
検
討
す
べ

き
で
す
。

　
市
町
村
合
併
は
避
け
て
通

れ
な
い
国
の
形
で
あ
り
、
い

た
ず
ら
に
検
討
し
な
い
の
は
、

た
だ
単
に
吸
収
さ
れ
る
の
を

待
つ
に
等
し
い
行
為
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

 
そ
こ
で
、
答
申
を
た
た
き

台
に
情
報
を
公
開
し
、
今
後

検
討
し
、
議
論
す
べ
き
と
思

い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
伺
い
ま
す
。

町
長
　
当
面
、
単
独
で
い
く

以
上
は
、
職
員
が
行
う
事
務

の
成
果
や
過
程
を
き
ち
ん
と

情
報
公
開
す
る
仕
組
み
、
事

業
決
定
を
す
る
と
き
に
は
、

意
見
聴
取
を
行
う
仕
組
み
づ

く
り
、
ま
た
計
画
策
定
に
は

住
民
参
画
が
で
き
る
仕
組
み

を
つ
く
り
、
こ
の
三
つ
の
仕

組
み
を
行
政
事
務
に
優
先
的

に
生
か
し
、
住
民
自
治
の
向

上
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
、
現
在
町
で

は
第
二
次
行
政
改
革
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

確
か
に
市
町
村
合
併
は
避
け

て
通
れ
ま
せ
ん
。
吸
収
合
併

さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
行
財

政
基
盤
を
さ
ら
に
強
化
し
、

将
来
に
備
え
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
合
併
は
相
手
が
あ
る
こ
と

な
の
で
、
昭
和
町
が
前
向
き

に
合
併
を
協
議
す
る
と
い
え

る
段
階
に
な
っ
て
、
は
じ
め

て
相
手
側
も
同
じ
テ
ー
ブ
ル

に
着
い
て
も
ら
え
る
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

三
月
末
に
は
山
梨
県
か
ら
市

町
村
合
併
構
想
が
示
さ
れ
れ

ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
内

容
を
町
民
の
皆
さ
ま
に
説
明

し
、
意
見
を
お
聞
き
し
ま
す
。

議
会
で
も
地
方
分
権
特
別
対

策
委
員
会
等
で
の
議
論
を
深

め
て
い
た
だ
き
、
住
民
と
行

政
が
一
体
と
な
っ
て
、
こ
の

大
き
な
問
題
を
論
議
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

再
質
問
　
平
成
十
六
年
か
ら

既
に
約
二
年
経
過
し
、
社
会

情
勢
、
ま
た
意
識
の
変
化
も

出
て
き
て
い
る
か
と
思
い
ま

す
。

　
そ
の
中
で
同
じ
轍
を
踏
ま

な
い
た
め
に
も
、
今
後
、
勧

告
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、

あ
っ
せ
ん
と
か
、
調
整
・
指

導
等
が
出
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
中
で
、
意
向
調
査

を
担
当
課
と
し
て
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
伺
い
ま
す

政
策
法
制
課
長
　
先
ほ
ど
町

長
も
、
今
後
住
民
と
一
体
と

な
っ
て
検
討
す
る
と
い
う
回

答
で
し
た
。
担
当
課
の
ほ
う

も
今
後
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え

て
、
住
民
調
査
を
す
る
と
す

れ
ば
、
目
的
を
は
っ
き
り
し

た
中
で
、
住
民
等
に
説
明
を

し
、
理
解
を
得
な
が
ら
し
て

い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
慎
重

に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

再
々
質
問
　
吸
収
合
併
さ
れ

な
い
た
め
に
も
、
同
じ
よ
う

な
事
務
事
業
の
中
で
、
い
つ

同
じ
体
制
が
と
れ
る
状
況
を

つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
も
、
大
き
な
課
題
で
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
権
限
移

譲
の
現
状
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、

ま
た
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
、

担
当
課
長
の
説
明
を
願
い
ま

す
。

政
策
法
制
課
長
　
前
回
に
も

ご
報
告
し
ま
し
た
が
、
第
二

次
権
限
移
譲
は
、
今
回
を
含

め
て
八
項
目
あ
り
ま
し
た
。

　
山
梨
県
は
今
議
会
に
、
市

町
村
に
権
限
移
譲
す
る
事
務

移
譲
の
条
例
改
正
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
承
認
さ

れ
れ
ば
、
こ
の
四
月
か
ら
新

た
に
昭
和
町
の
方
で
希
望
し

た
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
き
ま

す
。
今
後
、
担
当
課
の
ほ
う

と
間
違
い
の
な
い
よ
う
進
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
な
お
、
第
三
次
の
権
限
移

譲
に
つ
い
て
も
、
県
の
ほ
う

も
今
計
画
を
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
町
長

が
前
に
言
っ
た
と
お
り
、
地

方
分
権
の
時
代
の
受
け
皿
の

強
化
を
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え

て
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

権限移譲に向けた受け皿づくりが必要
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国
の
制
度
基
準
で
進
め
た
い

介
護
保
険
の
改
定
に
と
も
な
い

保
険
料
、利
用
料
等
の
見
直
し
を
す
べ
し

深澤　平助　議員

一 般
質 問
一 般
質 問

問
　
改
定
後
で
も
、
第
三
段

階
の
階
層
は
生
活
保
護
並
み

の
所
得
し
か
な
い
人
で
す
。

　
本
町
が
行
っ
て
き
た
軽
減

措
置
を
、
引
き
続
き
こ
の
段

階
ま
で
を
対
象
に
、
軽
減
措

置
を
講
じ
た
保
険
料
に
改
め

る
よ
う
要
求
し
ま
す

　
今
回
の
改
定
に
よ
っ
て
、

低
所
得
者
の
負
担
が
よ
り
重

く
な
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
を
減
ら
す
、
ま
た

は
利
用
で
き
な
い
と
い
う
事

態
が
生
じ
な
い
か
、
心
配
に

な
り
ま
す
。
利
用
者
に
と
っ

て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
安
心

し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
利

用
料
等
は
町
が
補
助
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
思
う
が
。

町
長
　
税
制
改
正
の
た
め
保

険
料
が
上
昇
す
る
方
に
は
、

二
年
間
の
激
減
緩
和
措
置
を

設
け
、
低
所
得
者
対
策
を
と

っ
て
い
ま
す
。

　
町
と
し
て
今
後
、
事
業
は

国
の
制
度
基
準
で
進
め
る
と

い
う
こ
と
で
、
ご
理
解
を
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
四
月
の
制
度
ス
タ
ー
ト
に

合
わ
せ
、
改
訂
版
を
各
世
帯

に
配
布
し
て
、
事
業
の
周
知

徹
底
を
し
て
い
き
ま
す
。

再
質
問
　
介
護
保
険
に
つ
い

て
、
私
は
一
般
会
計
か
ら
の

繰
り
入
れ
を
し
、
低
所
得
者

の
軽
減
措
置
を
講
ず
る
よ
う

要
望
し
ま
す
。

介
護
福
祉
課
長
　
他
町
に
は

な
い
制
度
を
設
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
行
政
で
考
え
た
制
度
を

行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
特
に
こ
の
制
度
で
、
入
院

生
活
者
の
支
援
事
業
も
新
た

に
起
こ
し
て
い
ま
す
。

問
　
国
民
一
人
ひ
と
り
の
基

本
的
人
権
は
、
憲
法
で
固
く

保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
政

に
携
わ
る
者
、
と
く
に
そ
の

長
に
と
っ
て
、
「
人
の
権
利

を
な
に
よ
り
も
尊
重
す
る
」
、

こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
認
識

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
判
決
を
受
け
、
こ
の

点
ど
う
考
え
て
い
ま
す
か
。

町
長
　
人
権
は
人
間
の
生
命

や
自
由
・
平
等
を
保
障
し
、

私
た
ち
一
人
一
人
の
日
常
生

活
を
支
え
て
い
る
大
切
な
権

利
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
引
き
続
き
法
律
の

趣
旨
に
基
づ
き
、
町
と
し
て

も
人
権
を
尊
重
し
、
明
る
い

社
会
を
つ
く
る
よ
う
努
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

再
質
問
　
確
証
の
な
い
、
他

人
の
言
っ
た
こ
と
を
、
う
の

み
に
し
て
職
員
を
解
雇
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
言
語
道
断

だ
と
思
い
ま
す
。
良
心
が
あ

る
な
ら
ば
、
町
長
こ
こ
で
反

省
す
べ
き
で
す
。
そ
の
点
に

つ
い
て
再
度
答
弁
を
求
め
ま

す
。

町
長
　
控
訴
の
ぐ
あ
い
を
み

な
が
ら
、
ま
た
皆
さ
ん
と
お

話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

問
　
一
昨
年
九
月
、
温
泉
掘

削
工
事
で
談
合
情
報
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

　
今
年
は
二
つ
の
学
校
の
増

改
築
を
は
じ
め
、
多
く
の
入

札
が
行
わ
れ
る
だ
け
に
、
入

札
の
改
善
は
ど
う
し
て
も
必

要
で
す
。
改
善
策
を
示
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

町
長
　
す
べ
て
一
般
競
争
入

札
で
行
え
ば
、
あ
る
意
味
で

は
地
域
緩
和
、
地
域
撤
廃
と

い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
県
内
企
業
の
育
成
、
地
元

企
業
の
育
成
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
公

正
な
競
争
を
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
の
が
、
私
の
願
い
で

す
。

　
今
後
も
公
正
な
競
争
を
前

提
と
す
る
た
め
、
国
が
談
合

防
止
策
と
し
て
進
め
て
い
る

見
直
し
策
な
ど
を
参
考
に
し
、

落
札
率
低
下
に
伴
う
弊
害
対

策
を
、
工
事
入
札
手
続
の
基

本
的
理
念
で
あ
る
透
明
性
、

公
平
性
、
客
観
性
、
競
争
性

を
確
保
す
る
努
力
を
、
引
き

続
き
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

再
質
問
　
旧
豊
富
村
の
入
札

に
絡
む
贈
収
賄
事
件
で
、
摘

発
さ
れ
た
業
者
は
本
町
で
も

指
名
し
て
い
る
業
者
で
す
。

こ
の
業
者
に
対
し
、
一
定
期

間
の
指
名
を
停
止
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
当
然
そ
う
し

た
措
置
は
必
要
だ
と
思
う
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
考
え

る
か
、
答
弁
を
願
い
ま
す
。

総
務
課
長
　
昭
和
町
に
は
三

業
者
、
指
名
参
加
願
が
出
て

お
り
、
そ
の
三
社
と
も
指
名

停
止
を
し
て
お
り
、
期
間
は

三
カ
月
で
す
。

　
あ
わ
せ
て
、
資
金
提
供
と

い
う
こ
と
で
、
二
社
に
対
し

指
名
停
止
を
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
県
に
準
じ
、
二
カ
月
と

い
う
形
で
す
。

新設された地域包括支援センター

甲
府
地
裁
の
判
決

入
札
改
善
策
を

講
じ
る
こ
と



私　た　ち　の　昭　和　町　議　会

　
　
仮
称
押
原
公
園
の
建
設

予
定
地
の
、
中
央
を
走
る
道

路
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
　
緊
急
車
両
や
自
転
車
通

行
が
主
で
、
代
替
道
路
を
南

側
に
設
け
る
。

　
　
清
川
の
改
修
工
事
は
。

　
　
区
画
整
理
事
業
が
ら
み

で
検
討
し
て
い
る
。

　
　
耐
震
の
危
険
対
象
は
あ

る
の
か
。

　
　
現
段
階
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
　
常
永
区
画
整
理
地
内
の

下
水
道
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
　
区
画
整
理
事
業
の
認
可

と
併
せ
て
平
行
し
て
い
く
。

　
　
常
永
区
画
整
理
地
下
流

の
流
域
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
　
四
カ
所
の
調
整
池
を
設

け
て
対
応
す
る
。

そ
の
他
、
閉
会
後
仮
称
押
原

公
園
建
設
予
定
地
の
視
察
を

行
い
ま
し
た
。
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仮称・押原公園予定地視察

委
員
長
　
河
田
あ
け
み

　
水
源
対
策
特
別
委
員
会
は
、

三
月
十
日
午
後
一
時
三
十
分

に
開
会
し
、
産
業
課
長
か
ら

井
戸
掘
削
二
件
、
ま
た
、
昭

和
町
月
別
総
雨
量
（
平
成
十

七
年
分
）
実
績
報
告
、
地
下

水
採
取
の
適
正
化
に
関
す
る

条
例
（
素
案
）
に
つ
い
て
説

明
を
受
け
ま
し
た
。

　
そ
の
他
の
問
題
は
、
継
続

調
査
と
決
し
ま
し
た
。

委
員
長
　
井
上
　
仲
千

　
地
方
分
権
対
策
特
別
委
員

会
は
、
三
月
十
三
日
午
後
一

時
三
十
分
に
開
会
し
、
第
二

次
昭
和
町
行
財
政
改
革
実
施

計
画
及
び
集
中
プ
ラ
ン
、
山

梨
県
市
町
村
合
併
推
進
審
議

会
の
答
申
に
つ
い
て
の
報
告

を
受
け
ま
し
た
。

　
そ
の
他
の
問
題
は
、
継
続

調
査
と
決
し
ま
し
た
。

委
員
長
　
三
井
　
　
猛

　
三
月
十
三
日
、
午
後
三
時

三
十
分
に
開
会
し
、
当
委
員

会
に
付
託
さ
れ
た
昭
和
町
使

用
料
徴
収
条
例
改
正
ほ
か
四

件
、
平
成
十
七
年
度
昭
和
町

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
ほ
か
二
件
、
平
成
十

八
年
度
度
昭
和
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
予
算
ほ
か
三

件
、
お
よ
び
峡
中
地
区
こ
と

ば
の
教
室
共
同
設
置
協
議
会

規
約
の
変
更
ほ
か
一
件
、
ま

た
、
総
務
常
任
委
員
長
か
ら

審
査
依
頼
さ
れ
た
平
成
十
七

年
度
昭
和
町
一
般
会
計
補
正

予
算
お
よ
び
平
成
十
八
年
度

昭
和
町
一
般
会
計
予
算
の
中

で
当
委
員
会
に
関
係
す
る
部

門
に
つ
い
て
審
査
し
原
案
ど

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

委
員
長
　
志
村
　
　
茂

　
三
月
十
六
日
、
午
前
九
時

に
開
会
し
、
当
委
員
会
に
付

託
さ
れ
た
昭
和
町
下
水
道
条

例
改
正
、
平
成
十
七
年
度
昭

和
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
ほ
か
一
件
、
お
よ

び
平
成
十
八
年
度
下
水
道
事

業
特
別
会
計
予
算
ほ
か
一
件
、

ま
た
、
総
務
常
任
委
員
長
か

ら
審
査
依
頼
さ
れ
た
、
平
成

十
七
年
度
昭
和
町
一
般
会
計

補
正
予
算
お
よ
び
平
成
十
八

年
度
昭
和
町
一
般
会
計
予
算

の
中
で
、
当
委
員
会
に
関
係

す
る
部
門
に
つ
い
て
審
査
し
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

委
員
長
　
鷹
野
　
一
雄

　
三
月
十
七
日
、
午
後
一
時

三
十
分
か
ら
開
会
し
、
当
委

員
会
に
付
託
さ
れ
た
昭
和
町

第
五
次
総
合
計
画
基
本
構
想

の
制
定
、
昭
和
町
長
期
継
続

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
制

定
ほ
か
四
件
、
昭
和
町
職
員

給
与
条
例
改
正
ほ
か
四
件
、

平
成
十
七
年
度
昭
和
町
一
般

会
計
補
正
予
算
、
平
成
十
八

年
度
昭
和
町
一
般
会
計
予
算

に
、
甲
府
地
区
広
域
行
政
事

務
組
合
規
約
変
更
ほ
か
一
件

に
つ
い
て
慎
重
審
査
し
、
原

案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
　
掲
示
板
の
設
置
個
所
の

移
設
は
可
能
か
。

　
　
再
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

く
。

　
　
消
火
栓
の
蓋
を
統
一
で

き
な
い
か
。

　
　
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
　
庁
舎
の
改
修
は
。

　
　
し
ば
ら
く
は
、
補
修
で

対
応
し
て
い
く
。
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サッカー場を視察する議員

幸田町での議員研修

 
昨
年
八
月
一
日
か
ら
、
議
会
事
務
局
係
長

と
し
て
勤
務
さ
れ
た
井
上
み
づ
江
主
幹
係
長

が
、
四
月
一
日
付
け
の
人
事
異
動
で
、
下
水

道
課
管
理
係
長
と
し
て
転
出
し
ま
し
た
。

　
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 
さ
ら
な
る
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

◆
人
事
異
動
◆

井
上
み
づ
江
係
長
が
転
出

バ
イ
オ
マ
ス
・
ト
イ
レ
と
公
園
視
察

総
務
・
産
業
土
木
・
教
育
厚
生
常
任
委
員
会

町
民
と
の
パ
イ
プ
役
に

議
会
運
営
・
広
報
編
集
特
別
委
員
会

三
町
が

　
視
察
来
町

　
昭
和
町
議
会
で
は
、
議
員

と
し
て
の
見
識
を
高
め
、
資

質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
一

月
十
九
日
に
静
岡
県
・
朝
霧

高
原
、
中
尾
羽
根
親
水
公
園
、

二
十
日
に
神
奈
川
県
の
馬
入

れ
ふ
れ
あ
い
公
園
・
サ
ッ
カ

ー
場
を
訪
ね
て
研
修
し
ま
し

た
。

　
近
い
将
来
発
生
が
懸
念
さ

れ
て
い
る
東
海
地
震
等
の
災

害
発
生
時
に
対
応
し
、
緊
急

時
に
活
用
で
き
る
ト
イ
レ
の

現
地
視
察
を
行
い
、
設
置
実

績
、
理
論
、
発
生
汚
泥
の
消

滅
・
軽
減
を
研
修
し
、
今
後

の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た

　
ま
た
、
住
民
が
楽
し
め
る

ス
ポ
ー
ツ
の
拠
点
づ
く
り
と

し
て
、
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会

の
ス
ポ
ー
ツ
環
境
整
備
モ
デ

ル
事
業
の
先
進
地
、
湘
南
ベ

ル
マ
ー
レ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

（
平
成
十
六
年
度
申
請
）
が

運
営
す
る
馬
入
ふ
れ
あ
い
公

園
・
サ
ッ
カ
ー
場
を
視
察
し

ま
し
た
。

　
多
種
多
様
な
ス
ポ
ー
ツ
振

興
を
図
り
、
子
供
の
運
動
不

足
や
中
高
年
層
の
生
活
習
慣

病
予
防
等
、
ま
た
、
生
活
様

式
や
生
活
環
境
も
変
化
す
る

中
、
ス
ポ
ー
ツ
や
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
地
域
の
活
性

化
を
図
る
た
め
、
今
後
の
仮

称
・
押
原
公
園
建
設
の
参
考

と
し
、
住
民
の
福
祉
向
上
に

役
立
て
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
議
会
運
営
委
員
会
・
議
会

広
報
編
集
特
別
委
員
会
で
は
、

合
同
研
修
と
し
て
愛
知
県
幸

田
町
議
会
を
二
月
十
六
日
に

た
ず
ね
て
、
研
修
を
実
施
し

見
聞
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。

　
幸
田
町
で
は
、
昭
和
四
十

九
年
か
ら
議
会
だ
よ
り
を
発

行
し
、
一
時
中
断
後
、
昭
和

五
十
三
年
か
ら
再
刊
し
現
在

に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

　
議
員
自
ら
が
写
真
・
構
成

等
に
か
か
わ
り
、
記
事
内
容

に
合
っ
た
も
の
、
表
情
や
動

き
の
あ
る
も
の
を
掲
載
し
、

ま
た
、
編
集
特
別
委
員
と
し

て
の
活
動
状
況
、
町
民
に
親

し
ま
れ
や
す
く
読
み
や
す
い

紙
面
づ
く
り
で
、
議
会
と
町

民
の
掛
け
橋
を
担
う
議
会
だ

よ
り
を
目
指
し
て
お
り
、
意

見
交
換
を
し
た
こ
と
を
今
後

の
広
報
だ
よ
り
に
生
か
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
平
成
十
七
年
度
に
昭
和
町

議
会
に
視
察
に
こ
ら
れ
た
町

村
は
、
次
の
と
お
り
で
議
会

広
報
づ
く
り
、
区
画
整
理
事

業
、
個
人
情
報
に
つ
い
て
研

修
す
る
た
め
の
来
町
で
し
た
。

10
月
25
日
　
栃
木
県
芳
賀
町

11
月
29
日
　
群
馬
県
甘
楽
町

2
月
14
日
　
京
都
府
久
御
山

　
　
　
　
　
町
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県
町
村
議
会
議
長
会
関
係

■
一
　
月
■

・
議
長
、
副
議
長
、
事
務

　
局
長
研
修
会
及
び
新
年

　
互
礼
会

■
二
　
月
■

・
町
村
議
会
広
報
研
修
会

■
三
　
月
■

・
町
村
議
会
議
長
会
議

■
十
二
月
■

・
区
長
及
び
区
長
代
理
合

　
同
交
流
会

・
消
防
委
員
会
忘
年
会

・
第
三
回
い
き
が
い
大
学

　
講
座

・
ふ
る
さ
と
づ
く
り
推
進

　
委
員
会

・
冬
季
生
活
指
導
推
進
会

　
議

・
環
境
保
全
推
進
協
議
会

　
視
察

・
第
十
九
回
ス
ポ
ー
ツ
少

　
年
団
運
動
会

・
例
月
出
納
検
査

・
第
二
回
町
営
住
宅
「
常

　
永
団
地
」
建
設
委
員
会

・
都
市
計
画
審
議
会

・
昭
和
町
補
償
井
戸
地
権

　
者
連
絡
協
議
会
忘
年
会

・
第
二
回
厚
生
事
業
計
画

　
策
定
懇
話
会

■
一
　
月
■

・
新
年
互
礼
会

・
議
員
協
議
会

・
第
五
十
九
回
昭
和
町
成

　
人
式
　

・
消
防
団
出
初
式

・
昭
和
町
総
合
計
画
審
議

　
会

・
昭
和
町
常
設
環
境
保
健

　
委
員
会
新
年
会

・
区
長
会
夫
婦
懇
話
会

・
広
報
編
集
特
別
委
員
会

・
委
員
会
合
同
研
修

・
農
業
委
員
会
新
年
会

・
学
校
給
食
運
営
委
員
会

・
例
月
出
納
検
査

・
商
工
業
振
興
協
議
会

・
第
三
回
町
営
住
宅
「
常

　
永
団
地
」
建
設
委
員
会

・
保
育
園
保
護
者
連
合
会

　
新
年
互
礼
会

・
昭
和
町
消
防
団
新
年
会

・
第
五
回
（
仮
称
）
押
原

　
公
園
建
設
委
員
会

・
昭
和
町
障
害
者
福
祉
会

　
新
年
会

・
田
富
町
閉
庁
記
念
式
典

・
第
三
十
四
中
巨
摩
郡
新

　
春
吟
剣
誌
武
道
大
会

・
昭
和
町
第
五
次
総
合
計

　
画
審
議
会

■
二
　
月
■

・
玉
穂
町
閉
庁
記
念
式
典

・
昭
和
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
二
〇
〇
六

・
第
三
回
昭
和
町
学
校
建

　
設
委
員
会

・
総
務
常
任
委
員
会

・
第
五
次
総
合
計
画
第
三

　
回
審
議
会

・
京
都
府
久
御
山
町
議
会

　
行
政
視
察

・
議
運
、
広
報
委
員
会
合

　
同
研
修

・
山
下
譲
二
氏
「
緑
十
字

　
金
賞
」
受
賞
祝
賀
会

・
第
三
回
厚
生
事
業
計
画

　
策
定
懇
話
会

・
第
一
回
「
都
市
と
農
業

　
の
共
生
と
調
和
を
考
え

　
る
会
」

・
昭
和
町
第
五
次
総
合
計

　
画
第
四
回
審
議
会

・
昭
和
町
「
環
境
パ
ト
ロ

　
ー
ル
」
、
報
告
会

・
昭
和
町
国
民
健
康
保
険

　
運
営
協
議
会

・
定
例
監
査

・
例
月
出
納
検
査

■
三
　
月
■

・
第
四
回
町
営
住
宅
「
常

　
永
団
地
」
建
設
委
員
会

・
「
共
に
生
き
活
き
輝
け

　
昭
和
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
二

　
〇
〇
六

・
昭
和
町
文
化
協
会
野
外

　
研
修

・
ふ
る
さ
と
づ
く
り
推
進

　
委
員
会

・
昭
和
町
第
五
次
総
合
計

　
画
第
五
回
審
議
会

・
長
野
県
川
上
村
行
政
視

　
察
（
押
原
小
）

・
例
月
出
納
検
査

そ
の
他

　
最
近
新
聞
な
ど
で
、
二

〇
〇
七
年
問
題
と
い
う
の

が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代

と
い
わ
れ
る
人
々
の
一
斉

退
職
に
伴
い
、
発
生
が
予

想
さ
れ
る
問
題
の
総
称
で
、

企
業
活
動
の
根
幹
部
分
を

支
え
て
き
た
、
専
門
的
知

識
や
技
能
を
有
す
る
人
材

が
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
、

技
術
の
喪
失
や
、
企
業
活

動
自
体
に
影
響
が
出
る
、

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 
工
業
団
地
を
町
内
に
持

つ
昭
和
町
も
、
人
ご
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
各
企

業
も
知
恵
を
絞
っ
て
、
こ

の
問
題
を
乗
り
切
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
次
回
の
定
例
議
会
は
、

六
月
の
中
旬
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
傍
聴
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
事
務
局
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
議
会
事
務
局

二
七
五
―
二
一
一
一

（
内
線
二
七
〇
）


